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(57)【要約】
【課題】ポケット式落石防護網において、落石を受け入
れる開口部を確保するため、斜面に所定の間隔で立設さ
れる支柱が落石の直撃を受けた場合の衝撃を緩和する。
【解決手段】支柱２の柱部５の斜面上方面に設ける衝撃
方向分散部５１と支柱の基礎部３と柱部を結合するヒン
ジ部４に衝撃を緩和する水平方向の移動部４３、衝撃に
よって柱部が受けるモーメントに対して揺動が可能とな
る揺動機構及びそれらに係る衝撃緩衝部材を備えた支柱
とする。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　斜面に設置するポケット式落石防護網において、該落石防護網を支持し、開口部を確保
するために斜面に所定の間隔で立設される支柱であって、
　前記斜面に定着する基礎部と、
　該基礎部に固着させ、前記斜面の上下方向に回動自在に結合するヒンジ部と、
　該ヒンジ部から上方に延設される柱部と、
　該柱部の斜面上方の側面に結合された、該柱部とは別体で該柱部長手方向に線状の頂部
を有し山形状を形成する衝撃方向分散部と、
　前記柱部上部に設ける斜面上方からの吊りロープを連結する吊りロープ連結部と、
　前記柱部上部に他の支柱と繋ぐ上段横ロープを連結する横ロープ連結部と、
を備えた支柱。
【請求項２】
　請求項１の柱部と衝撃方向分散部が鋼材からなる請求項１の支柱。
【請求項３】
　請求項１の柱部と衝撃方向分散部の間に衝撃を緩和する方向緩衝部材を備えた請求項１
若しくは請求項２の支柱。
【請求項４】
　請求項２の柱部と衝撃方向分散部の結合に接合強度を調整する溶接を用いた請求項２の
支柱。
【請求項５】
　請求項１の柱部が水平方向への移動が可能となるように、請求項１のヒンジ部に水平方
向移動部を備えた請求項１乃至請求項４の支柱。
【請求項６】
　請求項１の柱部が水平方向に揺動が可能となるように、請求項１のヒンジ部及び柱部に
水平方向の揺動機構を備えた請求項１乃至請求項５の支柱。
【請求項７】
　請求項５の水平方向移動部に移動緩衝部材若しくは請求項６の水平方向揺動部に揺動緩
衝部材を備えた請求項５若しくは請求項６の支柱。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、落石防護施設の一つであるポケット式落石防護網の支柱に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　斜面の落石対策としては、落石の発生源での落石発生を防止する落石予防と発生した落
石を待ち受けてその運動を止たり、下方または側方に誘導する落石防護があり、それぞれ
を目的に斜面等に設置される施設が落石予防施設であり、落石防護施設である。
【０００３】
　落石防護施設の一つとして、ポケット式落石防護網がある。これは、斜面下方をワイヤ
ロープと金網で形成された網部材で覆うとともに、斜面上方からの落石を取り込むための
開口部（ポケット）を設けるものである。この開口部には、落石が飛び越えずに開口部に
誘導されるように所定の高さを確保するため支柱が設置される。図７に示すとおりである
。
【０００４】
　上記支柱は、一般的に３ｍ程度の間隔で設置されるが、落石の直撃を受けて破損する可
能性があり、その対策として、落石の直撃を受けないような支柱の配置や支柱が１本程度
破損したとしても施設全体の機能が大きく低下しない構造としていた。しかしながら、支
柱には所定の配置間隔が必要なため配置による工夫には限界があり、１本の支柱の破損に
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よる機能低下は一時的には局所的な影響にとどまるが、継続的な落石による施設全体に及
ぼす影響からは回避できない等の課題があった。
【０００５】
　この改善策としては、支柱間隔を大きくとって落石直撃の防止を図るなど、高エネルギ
ー吸収型ポケット式落石防護網（非特許文献１）の適用は、経済性に問題がある。また、
支柱下部に複数の支持脚を設け、支持脚上のビーム部材の中央部に支柱ポストを立設して
、落石による防護網から受ける支柱の衝撃を緩和する発明が提案されている（特許文献１
）が、支柱への直撃を考慮したものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２４６６９１号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】公益財団法人日本道路協会　「落石対策便覧」平成２９年１２月
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　解決しようとする課題は、ポケット式落石防護網の開口部を確保する支柱への落石の直
撃による衝撃を緩和し、支柱の損傷を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　斜面に設置するポケット式落石防護網において、該落石防護網を支持し、開口部を確保
するために斜面に所定の間隔で立設される支柱であって、
　前記斜面に定着する基礎部と、
　該基礎部に固着させ、前記斜面の上下方向に回動自在に結合するヒンジ部と、
　該ヒンジ部から上方に延設される柱部と、
　該柱部の斜面上方の側面に結合された、該柱部とは別体で該柱部長手方向に線状の頂部
を有し山形状を形成する衝撃方向分散部と、
　前記柱部上部に設ける斜面上方からの吊りロープを連結する吊りロープ連結部と、
　前記柱部上部に他の支柱とを繋ぐ上段横ロープを連結する横ロープ連結部と、
を備えた支柱。
【００１０】
　前記柱部と衝撃方向分散部の間に衝撃を緩和する方向緩衝部材を備えた支柱。
【００１１】
　前記の柱部と衝撃方向分散部が鋼材からなる支柱の結合に結合部の強度を調整する溶接
接合を用いた支柱。
【００１２】
　前記柱部の水平方向への移動が可能となるように、前記のヒンジ部に水平方向移動部を
備えた支柱。
【００１３】
　前記柱部の水平方向への揺動が可能となるように、ヒンジ部に水平方向の揺動機構を備
えた支柱。
【考案の効果】
【００１４】
　ポケット式落石防護網１において、開口部１６を確保するために所定の間隔で設置され
る支柱２に落石１４が直撃した場合、支柱は、図７に示すように斜面側の基礎部３と上方
の吊りロープ連結部５３とを両端とする梁構造（柱部）の中央部に非常に大きな荷重が負
荷した状態で損壊する。この落石の直撃による荷重を分散する効果を有するのが衝撃方向
分散部５１である。柱部の斜面上方の側面に結合された、該柱部とは別体で該柱部長手方
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向に線状の頂部を形成する衝撃方向分散部において、図２（１）に示すように落石の持つ
運動量Ｍ・ｖ（Ｍ：落石の質量、ｖ：落石の速度、・は掛算を示し、以下も同様に用いる
。）は、落石と衝突方向分散部材間の摩擦を無視すると、激突面に直角方向成分のみ柱部
５に伝達される。
【００１５】
　衝撃方向分散部５１は、柱部５と別体であるため、柱部との結合状態と加わる外力によ
って、柱部本体への影響が異なる。図１（４）に示すように結合箇所に方向緩衝部材５２
が挿入されている場合、上記の落石の運動量の方向成分（Ｍ・ｖ）ｃは、図２（２）に示
すように、柱部に対して、Ｆ・ｔ（Ｆ：力、ｔ：時間）の力積となって作用し、図２（３
）に示すように、方向緩衝部材が作用時間を長くし、落石による衝撃力は緩和される。
【００１６】
　図１（３）及び図３に示すような溶接接合の場合、所定以下の衝撃力に対して、柱部５
と衝撃方向分散部５１は一体的な構造物として機能するが、所定を超える衝撃力に対して
は別体としての機能が作用する。即ち、溶接強度を超える力を受けた場合、溶接部に破断
が生じ、柱部と衝撃方向分散部は部分的若しくは全体的に別体となって、衝撃方向分散部
がダンパー的役割を発揮し、衝撃力の柱部本体への影響を軽減させる。
【００１７】
　前記のように、運動量の方向成分（Ｍ・ｖ）ｃによって生じる柱部のヒンジ回転方向成
分の（Ｆ・ｔ）ｖと水平方向成分（Ｆ・ｔ）ｈの力積で表現される柱部の衝突時の荷重は
、力の作用する時間の長短で加わる力に大きな影響を与える。図４（１）に示すヒンジ部
のβで示される水平方向移動部４３は、柱部が水平方向に移動することによって、（Ｆ・
ｔ）ｈの作用時間を長くし、衝撃力を減ずるものである。他方の力積成分（Ｆ・ｔ）ｖは
、ヒンジ部４の回転軸４２を中心とする回転によって、衝撃力を減じている。柱部のヒン
ジ部から上方で落石の直撃を受けた場合は、柱部に与える作用として、水平方向力による
モーメントが卓越する。このようなモーメントは図４（２）に示す方向の回転を生み出す
。柱部の揺動機構４５とは、このようなヒンジ部で回転軸を有する面に作用する水平方向
のモーメントを受けて柱部の揺動を可能にする水平方向揺動部を設けることによって、対
応するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、衝撃方向分散部及び方向緩衝部材の説明図である。（実施例１）
【図２】図２は、柱部への落石の衝突と衝撃方向分散部及び方向緩衝部材の役割の説明図
である。（実施例１）
【図３】図３は、柱部と衝撃方向分散部間の溶接接合の説明図である。（実施例２）
【図４】図４は、衝撃方向分散部、水平方向移動部、揺動機構の効果説明図である。。（
実施例３）
【図５】図５は、水平方向移動部、揺動部及びそれぞれの緩衝部材の説明図である。（実
施例３）
【図６】図６は、衝撃方向分散部の形状に関する説明図である。（実施例４）
【図７】図７は、ポケット式落石防護網の説明図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　ポケット式落石防護網１において、図７に示すように支柱２によって、一般に３～４ｍ
間隔で落石１４の入り口となる開口部１６を設ける。支柱の高さは、柱部５の長さで確保
され、想定される落石１４の大きさ、跳躍量を勘案して、２ｍ～４ｍ程度である。支柱は
、図１に示すように地山１１に固定された基礎部３上に、金網部１７（図７）に衝突した
落石の衝撃を吸収するため斜面の上下方向に回動自在のヒンジ部４を有し、ヒンジ部から
上方に延設される柱部を備えている。
【００２０】
　図１（１）に示すように前記ヒンジ部４は、柱部５が回動する回転軸４２と該回転軸の
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両端を支持する軸受け部４１とを備え、軸受け部は、地山１１にアンカー３１によって定
着された基礎部３に固着されている。
【００２１】
　ヒンジ部４から延設される柱部５の上方には、衝撃荷重から柱部を支持する吊りロープ
２１と連結する吊りロープ連結部５３と、上段横ロープ２３と連結することによって衝撃
荷重を分散することを可能にする横ロープ連結部５４を備えている。
【００２２】
　柱部５の斜面上方の側面に結合された、該柱部とは別体で、該柱部長手方向に線状の頂
部を有し山形状を形成する衝撃方向分散部５１は、柱部の上方斜面からの落石による荷重
（衝撃力）方向を水平方向とヒンジ部４の軸回転方向に分散させる効果を有するものであ
る。従って、柱部の斜面上方の側面に結合され、柱部長手方向に線状に形成する頂部から
柱部側面の結合部までに有する傾斜面は、前記「００１４」に示すような落石の衝突時に
有する運動量の方向を分散させるものである。
　柱部と結合しながらも別体であることついて、通常時には、上段横ロープ２３を支持す
るために作用する圧縮力や設計上許される範囲の落石の衝突によるヒンジ部と上方の吊り
ロープ連結部５３とを両端とする梁構造（柱部）の中央部に及ぼす影響に関して、柱部と
衝撃方向分散部は一体の断面係数を有する構造物として機能し、柱部のみの場合と比較し
て、大きな断面係数を有し、圧縮荷重及び曲げ荷重に作用する。しかしながら、想定を超
える荷重に対しては、別体である為に柱部と衝撃方向分散部間の結合構造によって、柱部
本体に及ぼす影響を軽減することが可能である。
【実施例１】
【００２３】
　一般に、柱部５は、１００ｍｍ×１００ｍｍ～１２５ｍｍ×１２５ｍｍ程度のＨ形鋼７
０を斜面の上方側及び下方側にフランジ７１を配して設置する。図１には、柱部５の斜面
上方側１２の側面に衝撃方向分散部５１である等辺山形鋼７３を設けた例を示す。柱部の
下方先端付近には、両フランジ部端部に跨設する左右の側面板５８を設置している。図５
（１）に示すように側面板及びＨ形鋼のウェブ７２には、ヒンジ部の回転軸が貫通する回
転軸孔５５を設けている。柱部上部には、図１（２）に示すようなフランジの外部に設け
られた２枚の金具と該金具に支持された連結ボルト６０とナットを備えた側面視で翼状の
吊りロープ連結部５３と縦ロープ連結部５３を有し、柱部天端には、頂板５９を設置し、
頂板を貫通する２本のＵ字ボルト６１とナットを備えた横ロープ連結部５４を備えている
。
【００２４】
　衝撃方向分散部５１と柱部５の結合について、図１（４）は、方向緩衝部材５２を設け
るため、山形鋼７３及びＨ形鋼フランジ７１にボルト貫入孔を設け、鋼材間に方向緩衝部
材を設置し、ボルト及びナットで締結したものである。ボルト及びナットによる締結は、
山形鋼の上端から下端までの間に一対ずつ所定間隔で設置する（図面は省略）。方向緩衝
部材としては、ゴム材、瀝青材等を原料にした弾性体、弾塑性体、塑性体若しくはそれら
を組み合わせた部材である。衝撃緩衝のため、図１（５）にはＨ形鋼のボルト孔を水平方
向の長孔にした例を示している。この長孔は、ボルトの傾きを許し、図２（３）に示すよ
うに山形鋼が受けた衝撃をＨ形鋼に伝達の際、落石の直角方向の衝撃緩和のみならず水平
方向に分散された衝撃をも緩和するものである。図では、方向緩衝部材が荷重（図上では
運動量で表現している。）を受けていない状態を実線で、荷重を受けた状態を破線で現わ
し、方向緩衝部材と等辺山形鋼の端部の結合箇所が荷重の方向に変化している状況を現わ
している。なお、衝撃方向分散部は、等辺山形鋼に限定されるものではない。種々の山形
部を有する鋼材（例えば図６（２））によっても効果は発揮する。山形鋼のような柱部長
手方向に線状の頂部を形成する部材は、線状の頂部への落石１４の衝突に対して、落石を
破壊し、運動量を減ずる効用をも有し、斜面から想定される亀裂の多い落石に対しては特
に効果的である。
【実施例２】
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【００２５】
　衝撃方向分散部５１と柱部５の結合について、図１（３）は、Ｈ形鋼７０に等辺山形鋼
７３を溶接接合したものであり、詳細を図３に示す。１２５ｍｍ×１２５ｍｍ（ウェブ厚
６．５ｍｍ、フランジ厚９ｍｍ）のＨ形鋼の柱部に対して、衝撃方向分散部５１として７
５ｍｍ×７５ｍｍ（部材厚６ｍｍ）の等辺山形鋼を用い、Ｈ形鋼のフランジ７１外面に等
辺山形鋼の端部を隅肉溶接７４している。Ｈ形鋼と山形鋼の間に形成される外側の三角形
の空間に溶着金属を付けたものである。
　この隅肉溶接接合の効果として、Ｈ形鋼の柱部のみの場合と比較すると、等辺山形鋼の
接合によって、断面２次モーメントは、８３９ｃｍ4から、１４００ｃｍ４へ、断面係数
Ｗは、１３４ｃｍ３から１７０ｃｍ３となる（ウェブを直交する軸に対するもので、概算
である）。その結果、支柱として大きな圧縮強度、座屈強度及び曲げ強度を有することに
なる。このことは、実施例１の柱部と衝撃方向分散部のボルト締結においても同じ効果を
有するものである。
　図３（１）、（２）に示すように、Ｈ形鋼と等辺山形鋼間の溶接に関しては、落石１４
による影響長さ（有効溶接長Ｌｗ７６）＝１０００ｍｍとし、溶接部のせん断許容応力を
、母材としての鋼材の許容応力からＦ＝２３５Ｎ／ｍｍ２、せん断強度を１／√３とし、
のど厚Ｄ７５＝４ｍｍとした場合、隅肉溶接による横方向の溶接強度Ｐは、
Ｐ∝２・Ｌｗ・Ｆ／√３・Ｄ＝２・１０００・（２３５／１．７３）・４≒１１００ｋＮ
であり、溶接強度は、これらによって求められ得ることが想定される。そして溶接強度を
超える荷重に対しては、部分的に溶接部破断が発生する。この破断が生じた場合、破断に
よる衝撃吸収と等辺山形鋼単独で受ける負荷の増大によって、柱部本体の損傷を最小限に
することができる。また、図３（１）の下段に示す連続溶接７７に対して、上段に示す断
続溶接７８の場合は、落石による溶接の影響長が異なる。３：１の間隔で断続した溶接を
行った場合、連続溶接のＬｗ＝１０００ｍｍに対して、断続溶接のＬｗ＝７５０ｍｍとな
り、溶接部の強度は、前記の３／４となる。このように、柱部と衝撃方向分散部間の溶接
強度は、上記ののど厚や溶接長の設定によって設定することができる。請求項４の「接合
強度を調整する溶接接合」とは、このように柱部本体を保護する調整を、有効溶接長やの
ど厚の長短や上記Ｆの溶接部材の強度などによって行おうとするものである。
【実施例３】
【００２６】
　図４（１）下図は、ヒンジ部４の詳細を示すものである。図２で示したように、柱部５
に落石１４が直撃した場合、衝撃方向分散部５１によって、落石の激突による衝撃の一部
が水平方向の衝撃力に変換される（図４（１）上図）。その落石の直撃は、柱部５の高さ
方向の位置によって、柱部に及ぼす影響は異なる。柱部の下方でヒンジ部に近い位置の場
合、左右の水平方向への力の影響が卓越する。図４（１）下図に示すヒンジ部回転軸４２
に遊挿された柱部の左右の水平方向移動部４３は、βの長さを有し、柱部がこの区間を移
動することによって、柱部に生じた水平方向の衝撃力を吸収される。図５（１）には、水
平方向移動部に移動緩衝部材４４を設けている。移動緩衝部材は、ゴム材、瀝青材等を原
料にした弾性体、弾塑性体、塑性体若しくはそれらを組み合わせた部材である。
【００２７】
　落石が柱部５の上部で、ヒンジ部４から離れた位置で直撃した場合、ヒンジ部を中心と
した回転モーメントの影響が卓越する。図４（２）には、柱部の正面図で揺動の状況を破
線で示された左右の柱部によって示す。この柱部の揺動によって、柱部が受ける衝撃力を
吸収するものである。本例の場合、ヒンジ部を中心に左右に１０度程度の回動を表してい
る。この回動は、図５（２）に示す柱部の側面板５８の回転軸孔５６及びウェブの回転軸
孔５５並びに柱部左右の水平方向移動部４３からなる揺動機構４５によるものである。側
面板の回転軸孔は上下方向の長孔とし、ウェブ７２の回転軸孔は、側面板に比して長さが
１／２程度の長孔でよい。いずれの長孔についても端部はＲ加工を施すのが望ましい。
【００２８】
　揺動緩衝には、緩衝部材の設置位置によって柱部５側面板５８の外部設置型と柱部側面
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板５８の回転軸孔５６若しくはウェブ７２の回転軸孔５５に係る内部設置型の緩衝部材６
２がある。外部設置型に関しては、図５（２）に示すように、ヒンジ部４と柱部側面板の
間に緩衝部材（柱部）５７を設置することによって、柱部揺動時にヒンジ部と柱部の衝突
を緩和し、柱部の水平方向移動時間を確保し、衝撃力を低減するために設けられる。移動
緩衝部材と同様な部材が使用される。内部設置型については、ヒンジ部の回転軸が柱部回
転軸孔の長孔内での動きによる衝撃を緩和するために設けるものである。長孔の端部は、
通常時の回転軸位置を安定させるとともに揺動時の抵抗となる。長孔内に設けられる揺動
緩衝材には、適当な変形抵抗強度を備えた弾性体、弾塑性体、塑性体若しくはそれらを組
み合わせた部材が望ましい。
【実施例４】
【００２９】
　支柱設置区間内における端部支柱等、衝撃分散方向を限定する場合に設ける衝撃方向分
散部５１を図６に示す。揺動機構４５に関して、揺動に対する抵抗力若しくは復元力は、
柱部頂部付近に設置する横ロープ連結部５４に作用する上段横ロープ２３の引張力である
。従って、支柱設置区間内における、端部支柱と中央部支柱では、柱部に与える影響が異
なる。落石の衝撃によって、端部支柱に中央支柱方向への揺動を及ぼすモーメントが作用
した場合、端部支柱の柱部５に働く上段横ロープのアンカーに支持されたロープの引張力
は、作用時間は短く、揺動への大きな抵抗力となって、柱部の損壊の原因になり得る。一
方、中央部の支柱に係る上段横ロープからの引張力は、支柱間の横ロープの弛みや隣接支
柱の揺動や更には隣接区間の上段横ロープの弛みなどによって、ロープ引張力による抵抗
力は作用時間が長くなり、衝撃を緩和する。従って、中央部支柱では、図６（３）に示す
Ｂ－Ｂ拡大断面図の衝撃方向分散部の等辺山形鋼７３で、左右何れの方向への揺動にも対
応しうるが、端部支柱の場合、アンカー２５と端部支柱間の上段横ロープ２３の長さの延
出など緩衝装置がない場合、この区間に激突による引張力が生じるのを防ぐため、図６（
２）Ａ－Ａ拡大断面図は、分散方向を一方に限定する形状としている。このような分散部
であっても、支柱設置区間外からの落石の可能性は低い場合は、大きな問題はない。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　ポケット式落石防護網、１１　　地山（斜面）、１２　　斜面上方、１３　　斜
面下方、１４　　落石、１６　　開口部、１７　　金網部
　２　　支柱、２１　　吊りロープ、２２　　横ロープ、２３　　上段横ロープ、２４　
　縦ロープ、２５　　ロープ用アンカー
　３　　基礎部、３１　　アンカー　
　４　　ヒンジ部、４１　　軸受部、４２　　回転軸、４３　　水平方向移動部、４４　
　移動緩衝部材、４５　　揺動機構（ヒンジ部）
　５　　柱部、５１　　衝撃方向分散部、５２　　方向緩衝部材、５３　　吊りロープ連
結部（縦ロープ連結部）、５４　　横ロープ連結部、５５　　回転軸孔（ウェブ）、５６
　　回転軸孔（側面板）、５７　　緩衝部材（柱部）、５８　　側面板、５９　　頂板、
６０　　連結ボルト、６１　　Ｕ字ボルト、６２　　緩衝部材（軸孔）、６３　方向分散
長孔
　７０　　Ｈ形鋼、７１　　フランジ、７２　　ウェブ、７３　　等辺山形鋼、７４　　
隅肉溶接、７５　　のど厚Ｄ、７６　　有効溶接長Ｌｗ、７７　　連続溶接、７８　　断
続溶接
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